
入札説明書 

 

 本調達は、「調達ポータル（https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101）」(以下「シ

ステム」という。）を利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。 

 ただし、「紙」による入札書等の提出も可とする。 

 

１ 契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに所在地 

  契約担当官等  支出負担行為担当官 

熊本国税局総務部次長 宮原 雅史 

  所属する部局  熊本国税局 

  所  在  地  〒860-8603 

熊本県熊本市西区春日２丁目 10 番１号 熊本地方合同庁舎Ｂ棟 

 

２ 競争入札に付する事項 

  調達件名 

自家用電気工作物保安管理業務 

  調達案件の仕様等 

「自家用電気工作物保安管理業務仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおり 

  履行期間 

「仕様書」のとおり 

 

３ 入札方法 

  入札書には、「仕様書」に定める業務に係る一切の費用を含んだ総価を記載すること。 

  落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に、10％に相当する額（当該金額に１円

未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。）を加算した金額をもって落

札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、

見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 

 

４ 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項 

  予算決算及び会計令第 70条の規定に該当しない者であること。 

   なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者

は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

  予算決算及び会計令第 71条の規定に該当しない者であること。 

  令和７・８・９年度財務省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で「Ａ」、

「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」の等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者である

こと。又は、当該参加資格を有していない者で、入札書の受領期限までに競争参加審査を受け、

競争参加資格者名簿に登載され、当該等級に格付けされた者であること。 

  各省各庁から指名停止等を受けていない者(支出負担行為担当官が特に認める者を含む。)であ

ること。 

  経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確

保される者であること。 

https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101


５ 証明書等の提出 

入札に参加しようとする者は、次に示された資料（以下「証明書等」という。）を提出し、当方の

審査を受けなければならない。 

  なお、審査に合格しなかった場合は、入札に参加することはできないものとする。 

 ・ 応札条件等証明書 

 ・ 指名停止等に関する申出書 

 ・ 誓約書（役員等名簿を含む） 

 ・ 「競争参加者資格審査結果通知書（全省庁統一資格）」の写し 

 ・ 委任状（復代理人が入札する場合は２部） 

 ・ 業務の一部再委託の内容（業務の一部を再委託する場合） 

 ・ 紙による入札への参加について（紙による入札への参加の場合） 

 ・ 仕様書４ に記載する書類 

・ 仕様書８ に記載する書類 

 

６ 入札書及び証明書等(以下｢入札書等｣という。)の提出場所等 

  入札書の提出場所 

入札書の提出は、次のいずれかの方法により提出すること。 

① システムによる提出 

② 紙による提出 

紙による入札書等の提出を希望する場合には、以下の場所に提出すること。 

熊本県熊本市西区春日２丁目 10 番１号 

熊本国税局総務部会計課経費係 

③ 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14 年法律第 99号）第２条第６項

に規定する一般信書便事業者若しくは同条第 9 項に規定する特定信書便事業者による同条第２

項に規定する信書便（以下「郵便等」という。）による提出 

④ 上記①から③以外の方法による入札書等の提出を希望する場合には、下記６(2)に示す証明書

等の受領期限までに下記 15  イの問い合わせ先に連絡すること。 

  証明書等の受領期限 

令和８年２月 16 日（月）17 時 00 分 

  入札書の受領期限 

令和８年２月 17 日（火）17 時 00 分 

 

７ 入札説明会の実施 

実施しない。 

 

８ 開札の日時及び場所 

令和８年２月 18 日（水）13 時 30 分 熊本国税局入札室 

 

９ 質問書の提出 

仕様書に関し質疑等がある場合は、次のいずれかの方法により質問すること。 

 



  システムによる質問 

システムの｢質問回答｣により、次の期限までに質問を登録すること。 

令和８年２月５日（木）17 時 00 分 

  紙による質問 

   質問書(Ａ４判で様式は適宜)を作成し、上記⑴の期限までに上記６⑴の入札書等の提出場所へ

提出すること。 

  上記⑴及び⑵の質問に対する回答は、次のとおり閲覧に供する。 

なお、システムによるものは、システム上でも閲覧することができる。 

イ 閲覧日時 

令和８年２月 17 日（火）17 時 00 分 までの開庁日 

９時 00 分から 12 時 00 分及び 13 時 00 分から 17 時 00 分 

ロ 閲覧場所 

〒860-8603 熊本県熊本市西区春日２丁目 10 番１号 熊本地方合同庁舎Ｂ棟 

熊本国税局総務部会計課経費係 

 

10 入札の実施方法 

  共通事項 

イ 競争入札に参加しようとする者は、入札公告、入札説明書及び仕様書を十分承知しておくこ

と。 

    なお、システムによる入札の場合、上記とともに調達ポータル・電子調達システム利用規約

（調達ポータルサイトに掲載）を十分承知しておくこと。 

ロ 前項の事項その他に関し疑問の点があるときは、事前に説明を求め十分承知しておくこと。 

ハ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 

ニ 入札後、不明の点があったことを理由として異議を申し立てることはできない。 

ホ 開札後、システムにおいて入札参加者全員の商号又は名称及び入札金額を公開するものとす

る。 

  証明書等の提出方法 

   証明書等は、次のいずれかの方法により提出しなければならない。 

イ システムによる証明書等の提出 

 システムにおいて、上記５に定める証明書等を上記６⑵の受領期限までに電子ファイル（一

部の書類について紙で提出することも可。）にて提出し、審査に合格しなければならない。 

    なお、マイナンバーカードを用いて入札する場合は、証明書等の提出もマイナンバーカード

を用いて提出しなければならない。 

ロ 紙及び電子媒体による証明書等の提出 

 上記５に定める証明書等を、上記６⑵の受領期限までに紙及び電子媒体にて提出し、審査に

合格しなければならない。 

  入札書の提出方法 

   入札書は、次のいずれかの方法により提出しなければならない。ただし、証明書等を紙及び電

子媒体で提出した者は、システムによる入札書の提出はできない。 

イ システムによる入札書等の提出 

(イ) システムにおいて、上記６⑶の受領期限までに入札書を提出しなければならない。 



(ロ) 代理人又は復代理人（以下「代理人等」という。）が入札する場合（マイナンバーカード 

を用いて入札する場合を除く。）は、上記６⑶の受領期限までにシステムの委任機能により委

任状を作成し、承認しなければならない。 

ロ 紙による入札書等の提出 

(イ) 入札書を直接提出する場合は封筒に封入し、かつ、その封皮に入札者氏名（法人の場合は

その商号又は名称）及び「２月 18日開札『自家用電気工作物保安管理業務』の入札書在中」

と朱書きし、上記６(3)の受領期限までに提出しなければならない。 

(ロ) 入札書を、郵便等により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒の封皮には、「２月 18日

開札『自家用電気工作物保安管理業務』の入札書在中」の旨朱書きし、中封筒の封皮には直

接提出する場合と同様の朱書きをし、書留郵便又は信書便の役務のうち書留郵便に準ずるも

のにより、上記６ 宛に６ の受領期限までに必着するように送付しなければならない。 

(ハ) 代理人等が入札する場合は、上記６(2)の受領期限までに委任状を提出するか、システムの

委任機能により委任状を作成し、承認しなければならない。 

なお、委任状を提出する場合は、入札書に同封しないこと。 

(ニ) 入札書には、電子くじ番号（任意の３桁の数字）を併せて記載すること。 

ハ 上記イ・ロ以外の電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。 

  入札書の要件 

次の各号に該当する入札書は無効とする。 

イ システム又は紙による入札の場合において、次に該当する入札書 

(イ) 上記４に示した競争に参加する者に必要な資格のない者及び入札に関する条件に違反した

者の提出した入札書 

(ロ) 明らかに連合によると認められる入札書 

(ハ) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理人をした者の入札書 

(ニ) その他その意思表示が民法上無効とされる入札書 

ロ システムによる入札の場合において、次に該当する入札書 

(イ) システムの利用規約に違反した者の入札書 

(ロ) 入札書に添付された電子証明書の氏名と委任状（システムの委任機能を利用した場合も含

む）に記載された受任者の氏名が相違している入札書 

(ハ) 入札書に内訳書を添付する場合で、入札内訳書の添付及び記載が無い入札書及び入札書に

記載された金額と内訳書に記載された金額が相違している入札書 

ハ 紙による入札の場合において、次の各号に該当する入札書 

(イ) 入札金額、入札件名、入札者の氏名(法人の場合は、法人名及び代表者の氏名)のいずれか

又はすべての記載がない入札書 

(ロ) 代理人等が入札する場合には、入札者の氏名（法人の場合は、法人名及び代表者の氏名）

及び代理人等であることの表示並びに当該代理人等の氏名の記載がない入札書 

(ハ) 入札件名の記載に重大な誤りがある入札書 

(ニ) 入札金額の記載が明確でない、又は入札金額の計算等に誤りがある入札書 

(ホ) 入札金額の記載を訂正した入札書であって、その訂正について入札者又は代理人等が訂正

したことが明らかでない入札書 

(ヘ) 入札書の氏名（法人の場合は、法人名及び代表者の氏名）又は代理人等の氏名が明確でな

い入札書 



(ト) ２通以上による入札書 

  開札手続き等 

開札手続きは、紙による入札等を含め、システムにより処理するものとする。 

イ システムによる入札者又はその代理人等は、再度の入札に備え、開札時にはシステムを立ち

上げたパソコンで開札状況を確認し、再度の入札書等を提出できるようにすること。 

ロ システムにより入札した者が再度の入札書の提出を紙で行おうとする場合は、上記イによら

ず、入札者又はその代理人等が開札に立ち会うものとする。 

ハ 紙による入札者又はその代理人等は、開札に立ち会うものとする。 

ニ 紙により入札した者が再度の入札書の提出をシステムにより行おうとする場合（証明書等の

提出をシステムにより提出した者に限る。）は上記ハによらず、上記イによること。 

ホ 上記ロ及びハにおいて、入札者又はその代理人等が立ち会わない場合は、入札に関係のない

当方の職員が立ち会い開札する。 

  再度の入札 

イ 開札の結果、落札となるべき入札者がいないときは、その場所において直ちに再度の入札を

行うものとする。 

なお、入札者又はその代理人等が立ち会わない場合は、辞退したものとする。 

    ただし、別途指示があった場合は、当該指示に従うこと。 

ロ 再度の入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。 

ハ 開札に立ち会う入札者又はその代理人等は、契約担当官等により開札手続きの終了を告げら

れるまで若しくは契約担当官等の許可なくして開札場所からの退出はできない。 

    また、上記によらず開札場所を退出した場合は、辞退したものとみなす。 

  同価の入札 

   開札の結果、落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、システムにおいて

「電子くじ｣を実施し、落札者を決定する。 

イ システムによる入札者又はその代理人等は、システムで入札書を提出する際に電子くじ番号

（任意の３桁の数字）を入力すること。 

ロ 紙による入札者又はその代理人等は、紙で入札書を提出する際に、電子くじ番号（任意の３

桁の数字）を併せて記載すること。電子くじ番号の記載がない、又は記載が明確でない場合

は、入札に関係のない当方職員が電子くじ番号を代わって決定する。 

  入札の延期等 

イ 入札者が相連合し又は不穏な挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行すること

ができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることが

ある。 

ロ 災害やシステム障害等が発生した場合であって、競争入札を執行することができない状態に

あると認められるときは、別途指示するので指示に従うこと。 

 

11 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

 

12 入札保証金及び契約保証金 

免除する。 



 

13 契約書作成の要否 

  契約締結に当たっては、「契約書（案）」により契約書を作成するものとする。 

  契約金額は、入札書に記載された金額に、10％に相当する額（当該金額に１円未満の端数が生

じた場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。）を加算した金額とし、契約金額の表示は消

費税額及び地方消費税額を内書で記載する。 

  契約締結後、「公共調達の適正化について」（平成 18年８月 25 日付財計第 2017 号）に基づき、

契約の相手方の商号又は名称及び住所、契約金額等について、公表するものとする。 

   また、当該契約書については、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」第４条に定める

開示の請求があった場合には、同法に基づき開示する。 

 

14 落札者の決定方法 

  最低価格落札方式とする。 

  予算決算及び会計令第 79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行った入札者を落札者とする。 

 

15 その他 

  提出書類 

イ 資料等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。 

ロ 一旦受領した書類は返却しない。 

ハ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は、契約担当官等が特に必要を認めた場合を除き認

めない。 

  落札者に要求される事項 

   この一般競争入札の落札者は、別途、当方職員の指示に従い入札金額の内訳書を提出しなけれ

ばならない。 

 ⑶ 予算 

   本件入札に係る契約は、令和８年度予算が成立し、予算の執行が可能となったときをもって、契

約締結日とする。本件の場合には、令和８年度予算が令和７年度内に成立することを前提とすれば、

契約締結日は、令和８年４月１日となる。 

⑷ 問い合わせ先 

イ 入札及び仕様書に関すること 

〒860-8603 熊本県熊本市西区春日２丁目 10 番１号 熊本地方合同庁舎Ｂ棟 

熊本国税局総務部会計課経費係 神野 

電話番号 096-354-6171 内線 6062 

ロ システムに関すること 

調達ポータル・電子調達システムヘルプデスク 

電話番号 0570-000-683（ナビダイヤル） 

         03-4332-7803（IP 電話等） 

調達ポータル（https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA02/OZA0201） 

https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA02/OZA0201
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自家用電気工作物保安管理業務仕様書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊本国税局 総務部 会計課 



１ 業務委託の目的 

本業務は、電気事業法第４２条第１項、第４３条及び同施行規則第５２条第２項の規定に基づき、

支出負担行為担当官熊本国税局総務部次長宮原雅史及び別紙１「管理対象物件表」に掲げる合同庁舎

の発注者（以下「甲」という。）が委託する業務用電気工作物の保安管理業務を行うものである。 

また、自家用電気工作物の保全確保を目的とし、経済産業省令で定める技術基準に適合するように

保持して事故を未然に防止するため高圧変電設備及び負荷設備の点検を行うものである。 

 

２ 保安管理業務の対象 

別紙１「管理対象物件表」に掲げる電気工作物（以下「各事業場」という。）とする。 

 

３ 履行期間 

  令和８年４月１日（水）から令和９年３月３１日（水）までとする。 

 

４ 受託者の資格及び要件 

本業務を受託する者（以下「乙」という。）は、電気事業法施行規則附則第３条及び第４条に規定

する者を除き、次の資格要件のいずれも満たす者でなければならない。 

⑴ 電気事業法施行規則第５２条の２に規定する電気主任技術者の外部委託先の要件を全て満たし

ていること。 

⑵ 乙が法人の場合 

電気事業法施行規則第５３条第２項第２号に定める保安業務担当者を定めることができる者で

あること。 

⑶ 事故及びトラブル発生時における対応体制 

イ 乙は電気事故等、緊急時の連絡体制について明確にし、２４時間受付対応を行うこと。 

なお、留守番電話による対応は不可とする。 

（乙は各事業場の対応事業所所在地一覧・２４時間受付体制表を提出すること。） 

ロ 乙は、連絡を受けてから、２時間以内に各事業場に到着できる場所に主たる連絡場所を設けて

いること。 

  （乙は各事業場の担当者の氏名・主たる連絡場所の住所及び交通手段・所要時間一覧を提出す

ること。） 

ハ 乙は風水害・雷害の被害が予測される場合には迅速な対応ができる体制であること。 

  （乙は各事業場の担当者１名の他に、もう１名対応できる体制を一覧で提出すること。） 

ニ 上記、イ、ロ及びハを確認できる書類を作成し、令和８年２月１６日（月）１７時までに熊本

国税局会計課経費係（以下、「当局」という。）へ提出し承認を得た者であること。 

⑷ ６に定める業務内容を履行できる者であること。 

⑸ 保安業務担当者は、保安管理業務に従事する資格を有する証を常に携帯し、各事業場が確認を求

める場合は提示しなければならない。 

⑹ 保安業務担当者は、必要に応じ他の保安業務担当者（以下「保安業務従事者」という。）に、保



安管理業務の一部を実施させることができるものとする。 

⑺ 保安業務担当者及び保安業務従事者は保安管理業務を自ら実施し、必要に応じ補助者を同行させ、

保安管理業務の実施を補助させることができる。 

⑻ 乙は、前各項で定める保安業務担当者並びに保安業務従事者の氏名、生年月日、主任技術者免状

の種類及び番号を、乙の事業所への連絡方法とともに、甲及び各事業場に知らせることとする。 

なお、保安業務担当者等の変更を行う必要が生じた場合にあっても同様とする。 

 ⑼ 事業への専念（電気事業法施行規則第５２条の２第１号ホ及び第２号ニ） 

   受託者は電気保安管理業務に専念し、他に職業を有していないこと（個人 電気管理技術者）。 

   受託者は電気保安管理業務に専念し、他に職務を兼務していないこと（法人 保安業務担当者）。 

⑽ 電気事業法施行規則附則第３条及び４条に規定する者はその規定されている事項については本

条を適用しない。 

 

５ 再委託の禁止 

  乙は、契約の履行に際し、その一部又は全部を別の個人事業者又は電気保安法人に再委託してはな

らない。 

ただし、乙が個人事業者であって、本人の急病等やむを得ない理由がある場合は委託者が承認した

場合に限り同等以上の資格、要件を満たす者に再委託することができる。 

 

６ 保安管理業務の内容 

甲が乙に委託する業務は、次に掲げるとおりとする。 

 ⑴ 業務内容 

イ 電気工作物の維持及び運用が適正に行われるよう、助言又は協議を行うとともに、各事業場の

保安規定に基づき定期的な点検、測定及び試験を行い、経済産業省令で定める技術基準の規定に

適合しない項目があるときは、必要な報告、助言を行うこと。 

ロ 電気事故その他電気工作物に異常が発生し、又は発生するおそれがある場合及び甲又は九州電

力株式会社等より通知を受けたとき、若しくは点検の際発見したときは、応急措置の指導及び事

故原因の調査に協力し、再発防止についてとるべき措置の報告又は助言を行うこと。 

ハ 法令に定める所管官庁の立入検査に立会うこと。 

ニ 電気工作物の工事、維持及び運用に関する所管官庁への提出書類及び図面について、その作成

及び手続を指導すること。 

ホ 電気工作物の設置又は変更の工事について、設計の審査及び竣工検査を行い、これに伴う必要

な指導又は助言を行うこと。 

ヘ 電気工作物の設置又は変更の工事について、甲の通知を受けて、工事中の点検を行い、これに

伴う必要な報告又は助言を行うこと。 

ト 技術業務及びその他の業務 

チ 受託者は、主任技術者制度の解釈及び運用（内規）に基づき、電気工作物が、高濃度ＰＣＢ含

有電気工作物に該当するか否か、又は電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者が確認した



か否かの確認を行う。確認を行った結果、高濃度ＰＣＢ含有を把握した場合、その取るべき措置

について、速やかに甲に報告するものとする。 

リ ニからヘの業務について、別途料金が必要となる場合は甲及び各事業場と協議の上、実施する

ものとする。 

⑵ 点検種別 

イ 月次点検・・・・・点検頻度 毎月１回 

ロ 年次点検・・・・・点検頻度 毎年１回 

ハ 臨時点検・・・・・必要都度 

ニ 上記の月次点検、年次点検及び臨時点検業務は、別紙２「保安管理業務の細目及び基準」に定

めるところにより実施する。 

ホ 工事中の点検・・・点検頻度 毎週１回 

⑶ 絶縁監視装置の設置 

イ 需要設備容量１００ｋＶＡを超える事業場にあっては、「主任技術者制度の運用について（原

子力安全、保安院）」に適合する絶縁監視装置を甲乙協議の上設置し、低圧使用設備全般につい

て２４時間絶縁状態を監視することができる。 

ただし、当該絶縁監視装置を設置することが望ましくない電気工作物については、甲乙協議の

上、設置しない。 

ロ ⑵イに定める点検頻度は、平成１５年経済産業省告示第２４９号第４条七に定める要件を満た

す設備を設置した場合については、甲乙協議の上、隔月１回以上とすることができる。 

⑷ 年次点検の実施 

 イ 次に掲げる信頼の高い各事業場については、無停電年次点検を実施する。 

  (ｲ) 保安上の責任分解点又はこれに近い箇所には、地絡遮断装置が設置されていること。 

  (ﾛ) 高圧受配電設備が屋内式またはキュービクル式であること。 

  (ﾊ) 高圧受配電設備及び設置環境等が良好であること。 

 ロ ⑵ロに定める点検頻度は下記のとおり実施することができる。 

  (ｲ) 無停電による年次点検は、３年に２回の実施。 

  (ﾛ) 停電による年次点検は、３年に１回、１２月までに実施。 

    ただし、停電により年次点検を実施した年度から起算して３年以内に、次回の停電による年

次点検を実施するものとする。 

    なお、直近３年間の実施状況は別紙３「年次点検実施状況」のとおりである。 

⑸ 前各項のほか電気工作物の工事、維持及び運用するに当たって、保安規定を遵守するために必要

な助言又は協力を行う。 

 

７ 適用法令及び九州産業保安監督部長への申請、届出等 

 ⑴ 適用法令等 

   契約の履行に当たって、次の関係法令等に基づいて業務を行うものとする。 

  イ 電気事業法 



  ロ 労働安全衛生法 

 ⑵ 九州産業保安監督部長への申請、届出等 

  イ 契約履行上必要な九州産業保安監督部長への申請、届出等の諸手続は、乙は甲の要請を受けて

速やかに行うものとする。なお、必要に応じて乙は甲に対し、電気事業法第１０７条の規定に基

づく電気関係報告規則に定める電気事故報告の作成及び手続に関する助言を行うこと。 

  ロ 前項の申請・届出に対して２か月以内に承認が得られなかった場合又は契約期間内に乙に起因

して、承認が取り消された場合は、甲は契約を解除できるものとする。 

 

８ 機械機器の保有 

 ⑴ 乙は、電気事業法施行規則第５２条第２項に定められた機械器具を有していること。 

  （機械器具の保有一覧＜品名・台数・保有場所＞を提出すること。） 

 ⑵ 乙が業務に使用する測定機器は国家基準を満たした方法で校正・誤差試験を実施すること。 

  （測定機器の校正誤差試験認定証＜最新版＞を提出すること。） 

 ⑶ 前項の測定機器の校正・誤差試験の記録は甲の求めがあったとき、直ちに開示すること。また、

合格品は校正試験合格シールを添付し実施日を明示すること。 

  上記 及び を確認できる書類を作成し、令和８年２月１６日（月）１７時までに当局へ提出し

承認を得ること。 

 

９ 安全管理 

 ⑴ 安全の確保 

   業務の実施に当たっては労働安全衛生法及び労働安全衛生規則、電気事業法等の関連法規を遵守

し安全の確保に努めること。 

 ⑵ 単独作業の禁止 

   高圧電路の停電、送電操作を行う作業、高圧接近作業、又は高所作業を行う場合は安全の確保の

ため監視者をおいて複数名で作業を実施すること。 

 ⑶ 防護具、保護具の使用 

   乙は高圧接近作業を行う場合は適正な絶縁用防護具、絶縁用保護具を使用すること。 

   そのために必要な適正な防護具、保護具を常備しなければならない。乙は防護具、保護具の定期

自主検査（６か月に１回以上）を実施し、その絶縁性能が維持されていることを確認すること。 

  （自主検査後、速やかに当局へ自主検査報告書を提出すること。また、その記録は甲の求めがあっ

たとき直ちに開示すること。） 

 

10 点検結果の報告 

  乙は保安業務担当者等が実施した保安管理業務終了後、甲に事前に承認を得た乙の書式により「点

検結果報告書」を作成し、直ちに当局及び各事業場の管理責任者へ提出報告し、乙は記録を保存する。 

  また、「点検結果報告書」には、高圧機器の更新推奨時期について、適宜記載する。 

 



11 相互の協力及び義務 

⑴ 甲は、乙が指導、助言した事項又は相互協議決定した事項については、尊重し速やかに必要な措

置を行うものとする。 

⑵ 甲は、点検、測定及び試験の業務に関する計画の策定及び実施について乙に協力するものとする。 

⑶ 乙は、保安管理業務を誠実に行うこと。 

 

12 甲乙相互の通知 

⑴ 甲は、次に掲げる場合は、その具体的内容を遅滞なく、速やかに乙に通知するものとする。 

イ 電気事故その他電気工作物に異常が発生し、又は発生するおそれがある場合 

ロ 絶縁監視装置等から警報を発した場合 

ハ 電気工作物の設置又は変更の工事を計画する場合及び施工する場合並びに工事が完了した場

合 

ニ 平常時及び事故その他異常の際における電気工作物の運転操作についての方法を定める場合 

ホ 電気の保安に関する組織、責任分界点又は需要設備の使用区域を変更する場合 

ヘ 権利義務の承継があった場合 

ト 法令に定める所管官庁の立入検査を受ける場合 

チ 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者（以下「従事者」という。）に対し、電気工作

物の保安を確保することができる体制を整備し、又は変更する場合 

リ 非常災害に備えて電気工作物の保安を確保することができる体制を整備し、又は変更する場合 

ヌ 従事者以外の者が高圧電気設備に接近して、作業を行う場合 

ル 代表者、事業場名又は所在地名に変更があった場合 

ヲ 九州電力株式会社等との契約電力に変更があった場合 

⑵ 乙は、次に掲げる事項を甲に通知する。 

イ 甲の執務時間内、時間外における乙への連絡方法 

ロ その他必要な事項 

 

13 危険物のある場合等の通知 

甲は、爆発性、可燃性及びその他の危険物資等を発生し、貯蔵し又は取扱う場所並びに設備がある

場所又はこれを変更する場合は、その危険の範囲等を具体的に遅滞なく乙に通知するものとする。 

 

14 実施日程等 

⑴ 乙は、自家用電気工作物の保安管理業務を、原則として、平日（点検月の１５日まで）の甲の執

務時間に実施するものとし、あらかじめ各事業場に実施予定日を通知するものとする。 

なお、乙の都合により実施予定日を変更する場合は、速やかに各事業場に連絡すること。 

⑵ 年次点検（停電）の時間帯は、各事業場と協議し、業務に支障をきたさない日（土、日及び祝日

を含む）に実施するものとし、原則、１月～３月を除く月に実施する。 

また、九州電力株式会社等の自家用需要家引込用分岐開閉器の開閉操作を行う場合、九州電力株



式会社等への手続は、乙が行うものとする。 

 

15 事業所内の立入り等 

乙は、保安管理業務を行うため、各事業場の許可を得て当該事業所内に立ち入ることができる。そ

の際は、各事業場職員の指示に従うものとする。 

 

16 連絡責任者等 

  各事業場は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視を行う者を定めるとと

もに、本業務の履行に関して乙と連絡する連絡責任者を選任し、その氏名、連絡方法を乙に通知す

るものとする。 

⑵ 各事業場は、前項の巡視を行う者又は連絡責任者に事故があった場合の業務の代理者を定め、そ

の氏名、連絡方法を乙に通知するものとする。 

⑶ 各事業場は、前各項に変更が生じた場合は、ただちに乙に通知するものとする。 

⑷ 各事業場は、連絡責任者又は代理者を、乙の行う保安管理業務に立会わせるものとする。 

 

17 損害賠償の免責 

乙は、次のいずれかに該当する場合は、損害賠償の責めを負わないものとする。 

⑴ 甲が、11⑴について、その実施を怠りそれによって損害を生じた場合 

⑵ 甲が、電気関係法令又はこの契約に違反した行為を行い、それによって損害を生じた場合 

⑶ 甲が、12⑴及び 13 による通知を怠り、それによって損害を生じた場合 

⑷ 天災地変、自然劣化、原因不明等欠陥の発見が困難な場合並びにその他乙の責めとならない事由

により損害を生じた場合 

 

18 書類、図面、備品等の整備 

甲は、乙の意見を聞いて甲の負担において、次に掲げる電気工作物の保安管理に必要な書類、図面

及び備品等の整備に努める。 

⑴ 設計図、単線結線図、電気設備等の構内図、高圧機械器具配置図低圧配線図、仕様書、取扱説明

書及び設備台帳等 

⑵ 測定器具類、工具、材料、予備品及び消耗品等 

 

19 記録の保存 

電気工作物の工事、維持及び運用に関する次の記録等は、甲及び乙において原則として３年間保存

すること。 

⑴ 点検、測定及び試験の記録 

⑵ 電気事故に関する記録 

 

 



20 契約の失効及び解除 

⑴ 各事業場の自家用電気工作物が次のいずれかに該当する場合は、この契約は失効するものとする。 

イ 電気工作物が廃止された場合 

ロ 受託者が電気事業法施行規則第５２条第２項で定める外部委託先の承認が得られない場合 

ハ 電気事業法施行規則第５３条第５項に該当する場合 

ニ 一般用電気工作物となった場合 

ホ 受電電圧が７，０００ボルト超過となった場合 

⑵ 乙は、次のいずれかに該当する場合は、絶縁監視装置の設置に係る契約のみを解除することがで

きるものとする。 

イ 絶縁監視装置の設置が不適当な電気工作物となった場合 

ロ 甲の電気工作物が未改修により絶縁不良が継続する等、絶縁監視装置による監視が不能となっ

た場合 

 

21 電気工作物以外の施設に対する改修等 

⑴ 保安業務を実施するための通路又は作業床の状態が悪く、検査員の安全が確保されないと認めら

れる施設（以下「不安全施設」という。）がある場合は、甲、乙協議の上、速やかに改修すること。 

⑵ 前項の不安全施設の改修に要する費用は、甲が負担するものとする。 

⑶ 乙は甲と協議し、不安全施設が改修されるまでは、当該電気工作物の点検、測定及び試験を実施

しないことがある。 

 

22 絶縁監視装置の撤去 

乙は、次のいずれかに該当する場合は、絶縁監視装置を撤去することができる。 

ただし、同装置を設置している場合に限る。 

⑴ 絶縁監視装置を設置する契約を解除した場合 

⑵ 契約が消滅した場合 

 

23 機密の保持 

  乙は業務上知り得た甲の機密を他にもらさないこと。 

 

24 個人情報について 

  本業務上取得した個人情報は、甲の委託を受けて行う自家用電気工作物の保安管理業務に関する業

務以外には利用しないものとする。 

 

25 その他 

⑴ 電気事業法施行規則第５２条、第５２条の２、第５３条、平成１５年７月１日付経済産業省告示

第２４９号、「主任技術者制度の運用について（内規）」（原子力安全、保安院）及び各種関係法令

に示されている事項を遵守すること。 



⑵ 業務に従事する時間は、原則として、平日の午前９時から午後５時までとする。 

ただし、当局が指定する職員が別途指示する場合は、その指示に従うものとする。 

⑶ 業務の遂行のため、庁舎に立ち入るときは、あらかじめ各事業場の庁舎管理責任者の許可を受け

ること。 

⑷ 乙は、業務年間予定表（点検実施月、担当者等を記入したもの）を作成し、速やかに当局あて提

出すること。 

⑸ 乙は、省エネルギーに関する検討を行い、有効と判断される場合は甲に対し提案すること。 

 



 電圧(Ｖ)
容量

(ｋＶＡ)
 電圧(Ｖ)

容量
(ｋＶＡ) 原動機  電圧(Ｖ)

容量
(ｋＶＡ) 原動機

熊　本 熊本東税務署 熊本市東区東町３丁目２番５３号 6600 250

八代税務署 八代市花園町１６番２ 6600 150

人吉税務署 人吉市寺町２０番地１ 6600 100

天草税務署 天草市古川町４番２号 6600 125

菊池税務署 菊池市隈府８７４番地１ 6600 100

阿蘇税務署 阿蘇市一の宮町宮地１９４４番地 6600 80

税務大学校熊本研修所 熊本市東区東本町１６番１号 6600 900 220 100 ディーゼル 200 10 太陽光

大　分 大分税務署 大分市中島西１丁目１番３２号 6600 280

別府税務署 別府市光町２２番２５号 6600 150

日田税務署 日田市田島２丁目７番１号 6600 130

佐伯税務署 佐伯市中村西町３番１５号 6600 75
単相３線式
100/200V 5 太陽光

臼杵税務署 臼杵市大字臼杵２の１０７番６３７ 6600 200

竹田税務署 竹田市大字会々字七里１６５０番地１７ 6600 80

宮　崎 宮崎税務署 宮崎市広島１丁目１０番１号 6600 250

日南税務署 日南市上平野町１丁目８番地４ 6600 125

小林税務署 小林市大字細野２４３番地１ 6600 125

高鍋税務署 児湯郡高鍋町大字上江８４３８番地 6600 80

鹿児島 鹿児島税務署 鹿児島市荒田１丁目２４番４号 6600 450 220 130 ディーゼル 200 20 太陽光

川内税務署 薩摩川内市若葉町１番２５号 6600 125

出水税務署 出水市昭和町２２番１３号 6600 100

指宿税務署 指宿市大牟礼５丁目９番１号 6600 125

知覧税務署　 南九州市知覧町郡６２１２番地 6600 125

伊集院税務署 日置市伊集院町下谷口１５３２番地 6600 100

加治木税務署 姶良市加治木町諏訪町１３番地 6600 150

合同庁舎 宇土合同庁舎 宇土市北段原町１５番地 6600 255

玉名合同庁舎 玉名市岩崎２７３番地 6600 350 220 100 ディーゼル 　 　

中津合同庁舎 中津市大字中殿字新地５５０番地２０ 6600 275 210 100 ディーゼル 200 8 太陽光

宇佐合同庁舎 宇佐市大字上田１０５５番地１ 6600 250 210 80 ディーゼル

三重合同庁舎 豊後大野市三重町市場１２２５番地９ 6600 225

延岡合同庁舎 延岡市大貫町１丁目２９１５番地 6600 425 220 200 ディーゼル

鹿屋合同庁舎 鹿屋市西原４丁目５番１号 6600 330 220 125 ディーゼル

　別紙１

管理対象物件表

県区分等 事業場名称 事業場住所
受電設備 非常用発電装置 小出力発電設備



別紙２

１ 保安管理業務の細目及び基準

 測定及び試験は原則として、委託者の保安規程の「維持及び運用に関する点検、測定及び試験項目」によるものとします。
なお、保安管理業務の実施にあたり、受託者は委託者に電気工作物の異常等についての問診を行い、異常があった場合には

点検を行います。

ａ 月次点検 主として施設の運転中に行う点検、測定及び試験

ｂ 年次点検

 (a)　年次点検Ａ　 主として施設の運転中に行う精密な点検、測定及び試験
 (b)　年次点検Ｂ　 主として施設の運転を停止して行う精密な点検、測定及び試験
この場合、原則として月次点検も併せて行うものとします。

ｃ 臨時点検 異常が発生した場合等、必要に応じて行う点検、測定及び試験
ｄ 工事期間中の点検 設置又は変更の工事期間中において、工事期間中でなければ点検できない箇所を重点的に行う点検

ｅ 竣工検査 設置又は変更の工事が完了した場合において、関係法令等に基づき施工されているか確認する精密
な点検、測定及び試験

 委託者は、保安管理業務のうち、次に掲げる設備等受託者が実施できない電気工作物の点検、測定及び検査の全部又は一部
を受託者の監督の下、委託者又は、電気工事業者、機器製造業者等必要な専門の知識及び技術を有するものに委託者の負担に
おいて行うものとし、受託者は委託者の要請等必要によりこれに立会うものとします。
なお、受託者はその記録等を確認し、委託者に対し必要な助言を行うものとします。

ａ 取扱いが法令による電気主任技術者以外の特定の資格を要する消防用設備、ボイラー、昇降機及び昇降路内の設備等
ｂ 取扱いが特殊なため、専門技術を要する医療用機器、オートメーション化された工作機械群等

ｃ 高所にある配線、機器等及び稼働中の機器又はその付近の配線、機器等で点検を実施することに危険を伴う場合

ｄ 点検時に著しい危険が伴う有毒ガス発生箇所、酸素欠乏危険箇所、放射線管理区域内等に設置された機器等

ｅ 委託者の業務上の都合（情報管理、衛生管理、機密管理等）で立入が制限された場所に設置された機器等
ｆ 事業場外で使用されている可搬型機器及び発電設備のうち原動機等電気設備以外の工作物
ｇ 構造上、内部点検ができない密閉型防爆構造の機器、密閉場所等
ｈ 壁の中、密閉された天井裏、固定ボルトで固定された機器の内部等の隠ぺい場所に設置された配線及び機器等

 無停電年次点検運用事業場における年次点検Ａは、受託者が定める「無停電年次点検実施要領」に基づき実施するものとし
ます。

２ 絶縁常時監視装置を設置する場合の取扱い

 委託者の低圧電気工作物の絶縁状態を監視する装置は、受託者が設置するものとします。

 委託者は絶縁常時監視装置を設置する場所の提供、電灯・電話配線など既存の施設利用について便宜を供するものとします。

 絶縁常時監視装置及び設置工事に要する費用は、原則として受託者が負担するものとします。

 絶縁常時監視装置の保守は受託者が行い、その費用は受託者が負担するものとし、委託者は装置を無断で移設・取外し・修
理などを行わないものとします。

 受託者は、絶縁常時監視装置の設定値の確認及び試験釦による検知動作、及び委託者からの警報を受託者に自動伝送する場
合の伝送試験を月次点検時に行い、設定値における誤差の試験を年次点検時に行うものとします。

 受託者は、委託者から次に掲げる絶縁常時監視装置の警報を受信した場合は、委託者に連絡し電気工作物の異常の有無を確
認するとともに警報発生の原因を調査し適切な措置を行うものとします。
ａ　自動伝送によるもの
 (a)　警戒警報
　　　警報動作電流（50ｍＡ）以上の漏えい電流が１分以上継続し、１時間に３回以上発生した場合の警報
 (b)  警戒継続警報
      警報動作電流（50ｍＡ）以上の漏えい電流が５分以上継続した場合の警報
ｂ　電話連絡によるもの
　  警報発生時に委託者から受託者へ電話で連絡する場合

 受託者は、絶縁常時監視装置の警報の受信記録を３年間保存するものとします。

 受託者は、この契約が失効した場合は、絶縁常時監視装置を撤去するものとします。

保安管理業務の細目及び基準



　維持及び運用に関する点検、測定及び試験項目

　　需要設備

年次点検

 責任分界となる 外 観 点 検 ○ ○ ○

 開　　閉　　器 観 察 点 検 　 ○

 引　込　線　等 絶 縁 抵 抗 測 定 　 　 ○

絶縁診断（部分放電測定） 　 ※7 ○

  電線及び支持物 継 電 器 動 作 試 験 　 ※8 ○ ※10 ○

 ケ　ー　ブ　ル 継電器との結合動作試験 　 ※8 ○ ○

遮　　断　　器 外 観 点 検 ○ ○ ○

開　　閉　　器 観 察 点 検 　 ○

絶 縁 抵 抗 測 定 　 　 ○

絶縁診断（部分放電測定） 　 ※7 ○ 　

継 電 器 動 作 試 験 　 ※8 ○ ※10 ○

継電器との結合動作試験 　 ※8 ○ ※10 ○

※1 絶縁油の点検・試験 　 　 ○

※1 内 部 点 検 　 　 ○

外 観 点 検 ○ ○ ○

観 察 点 検 　 ○

絶 縁 抵 抗 測 定 　 　 ○

絶縁診断（部分放電測定）  ※7 ○  

 変　　圧　　器 外 観 点 検 ○ ○ ○

観 察 点 検 ○

絶 縁 抵 抗 測 定 ○

絶縁診断（部分放電測定） ※7 ○

漏 え い 電 流 測 定 ○ ※7 ○ ○

※1 絶縁油の点検・試験 ○

※1 内 部 点 検 ○

配　　電　　盤 外 観 点 検 ○ ○ ○

及　び 電 圧 ・ 電 流 測 定 ○ ○ ○

制　御　回　路 観 察 点 検 ○

絶 縁 抵 抗 測 定 ○

絶縁診断（部分放電測定） ※7 ○

　 継 電 器 動 作 試 験 ※8 ○ ※10 ○

受電設備の建物・室 外 観 点 検 ○ ○ ○

 キュービクルの外箱 観 察 点 検 ○

接  地  装  置 外 観 点 検 ○ ○ ○

観 察 点 検 ○

※2 接 地 抵 抗 測 定 ○ ○

 点検、測定及び試験項目

必
　
　
要
　
　
の
　
　
都
　
　
度

臨時点検月次点検電　気　工　作　物

受
　
　
電
　
　
設
　
　
備
　
　
（
含
む
二
次
受
電
設
備
）

年次点検Ａ 年次点検Ｂ

断 路 器

電 力 用 ヒ ュ ー ズ

避 雷 器

計 器 用 変 成 器

母 線

電力用コンデンサ

その他高圧機器



年次点検

年次点検Ａ 年次点検Ｂ

　 　 　

　 　 　

外 観 点 検 ○ ○ ○

観 察 点 検 ○

※3 絶 縁 抵 抗 測 定 ※9 ○ ○

※2 接 地 抵 抗 測 定 ○ ○

　 　 　

原　　動　　機 外 観 点 検 ○ ○ ○

及　　び 観 察 点 検 ○

付　属　装　置 ※4 保 護 装 置 動 作 試 験 ○ ○

　 始 動 停 止 試 験  ※7○ ※7 ○ ※5 ○

発　　電　　機 外 観 点 検 ○ ○ ○

及　　び 発電電圧・周波数等測定  ※7○ ※7 ○ ○

励　磁　装　置 観 察 点 検 　 　 ○

接　地　装　置 ※4 絶 縁 抵 抗 測 定 　 ○ ○

※2 接 地 抵 抗 測 定  ○ ○

　

外 観 点 検 ○ ○ ○

観 察 点 検 　 ○

※4 絶 縁 抵 抗 測 定 ○ ○

 　   

受 電 設 備 に 準 ず る 同左 同左 同左

    

蓄　　電　　池 外 観 点 検 ○ ○ ○

　 観 察 点 検 　 　 ○

液 量 点 検 　 ○ ○

※6
電圧・比重・液温測

定
　 ○ ○

充　電　装　置 外 観 点 検 ○ ○ ○

観 察 点 検 　 　 ○

※4 絶 縁 抵 抗 測 定 　 ○ ○

※2 接 地 抵 抗 測 定 　 ○ ○

絶 縁 監 視 装 置 外 観 点 検 ○ ○ ○

設定値確認・検知動作試験 ○ ○ ○

自動伝送試験 ○ ○ ○

設定値の誤差確認 ○ ○

蓄
電
池
設
備

電　気　工　作　物

受 電 設 備 に 準 ず る 同左

小
出
力
発
電
設
備

 点検、測定及び試験項目

配
電
設
備

非
常
用
予
備
発
電
設
備

非常用予備発電設備に準ずる

電
気
使
用
場
所
の
設
備

臨時点検

同左同左

同左

受 電 設 備 に 準 ず る 同左 同左 同左

月次点検

必
　
　
要
　
　
の
　
　
都
　
　
度

同左 同左

電 動 機

電 熱 機

電 気 溶 接 機

照 明 装 置

配線及び配線器具

そ の 他 機 器 類

接 地 装 置

開 閉 器

遮 断 器

変 圧 器

配 電 線 路

電線及び支持物

接 地 装 置

接 地 装 置

開閉器・遮断器・配電盤

発電設備の建物･室

キュービクルの外箱

開閉器・遮断器・配電盤

発電設備の建物･室

キュービクルの外箱

原動機・付属装置

発電機・励磁装置

水力設備及び付属装置

風力設備及び付属装置

太陽電池及び付属装置

燃料電池及び付属装置



注記 　 　

（注） 　※１を付した項目は、負荷の使用状況等に応じて、必要が認められる場合に行う。

　　　なお、ＰＣＢ油混入のおそれがある場合、その一部又は全部を省略することがある。

 　※２を付した項目は、前回の測定記録の確認により代えることがある。

 　※３を付した項目は、絶縁監視装置の監視記録により代えることがある。

 　※４を付した項目は、場合によっては実施できないときがある。

 　※５を付した項目は、自動で起動及び停止を行うものとする。

 　※６を付した項目は、パイロットセルで行うものとし、構造（密閉型等）によりその一部

　　　又は全部を省略することがある。

 　※７を付した項目は、前回の測定及び試験記録と比較し確認を行うものとする。

 　※８を付した項目は、前回の試験記録の確認により代えることがある。

 　※９を付した項目は、前回の漏えい電流測定記録と比較し確認を行うことにより代えるこ

　とがある。 　

 　※10を付した項目は、特性試験及び結合動作試験を３年に１回以上行う。なお、特性試験

　等を実施しない年は、前回の試験記録の確認により代えることがある。

　



　　太陽電池発電所

光電池設備 外 観 点 検 ○ ○

観 察 点 検 　 ○

※2 接 地 抵 抗 測 定 　 ○

　 　

蓄 電 池 設 備 外 観 点 検 ○ ○

蓄電池 観 察 点 検 ○

充電装置　 絶 縁 抵 抗 測 定 ○

付属装置 ※2 接 地 抵 抗 測 定 ○

※3 蓄電池電圧・比重・液温測定 ○

　 　

電力変換装置 外 観 点 検 ○ ○

観 察 点 検 ○

絶 縁 抵 抗 測 定 ○

※2 接 地 抵 抗 測 定 ○

配　電　盤　等 外 観 点 検 ○ ○

　　　遮断器 ※5 電 圧 ・ 電 流 測 定 ○ ○

　　　開閉器 観 察 点 検 ○

　　　変圧器 　 絶 縁 抵 抗 測 定 ○

制御装置 ※2 接 地 抵 抗 測 定 ○

保護継電器 ※4 継電器との結合動作試験 ○

　　　　　　　等 継電器動作特性試験 　  １回/3年

　 漏 え い 電 流 測 定 ○ ○

　 ※1 絶縁油の点検・試験  ○

　 ※1 内 部 点 検 　 ○

※4 制 御 装 置 試 験 　 ○

　 　

（注） 　※１を付した項目は、負荷の使用状況等に応じて、必要が認められる場合に行う。

　　なお、ＰＣＢ油混入のおそれがある場合、その一部又は全部を省略することがある。

 　※２を付した項目は、前回の測定記録の確認により代えることがある。

 　※３を付した項目は、パイロットセルで行うものとし、構造（密閉型等）によりその一部

　又は全部を省略することがある。

 　※４を付した項目は、原則として「当該設備を製造した者その他の当該設備の構造及び性

　能に精通する者」により行うものとする。

　　なお、保安協会以外が実施したものについては、記録により確認を行うものとする。

  　※５を付した項目は、配電盤指示計器で変圧器毎にその二次側の値を測定する。

必
　
　
要
　
　
の
　
　
都
　
　
度

電　気　工　作　物  点検、測定及び試験項目 月次点検
年次点検

Ｂ
臨時点検

太
　
陽
　
電
　
池
　
発
　
電
　
設
　
備



別紙３

県区分等 事業場名称 令和８年度 令和７年度 令和６年度 令和５年度

熊　本 熊本東税務署 Ａ Ａ Ｂ Ａ

八代税務署 Ａ Ａ Ｂ Ａ

人吉税務署 Ｂ Ａ Ａ Ｂ

天草税務署 Ｂ Ａ Ａ Ｂ

菊池税務署 Ｂ Ａ Ａ Ｂ

阿蘇税務署 Ｂ Ａ Ａ Ｂ

税務大学校熊本研修所 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

大　分 大分税務署 Ａ Ｂ Ａ Ａ

別府税務署 Ａ Ａ Ｂ Ａ

日田税務署 Ａ Ｂ Ａ Ａ

佐伯税務署 Ｂ Ａ Ａ Ｂ

臼杵税務署 Ａ Ｂ Ａ Ａ

竹田税務署 Ａ Ａ Ｂ Ａ

宮　崎 宮崎税務署 Ｂ Ａ Ａ Ｂ

日南税務署 Ａ Ａ Ｂ Ａ

小林税務署 Ａ Ｂ Ａ Ａ

高鍋税務署 Ａ Ｂ Ａ Ａ

鹿児島 鹿児島税務署 Ａ Ｂ Ａ Ａ

川内税務署 Ｂ Ａ Ａ Ｂ

出水税務署 Ｂ Ａ Ａ Ｂ

指宿税務署 Ａ Ａ Ｂ Ａ

知覧税務署　 Ａ Ｂ Ａ Ａ

伊集院税務署 Ａ Ｂ Ａ Ａ

加治木税務署 Ａ Ｂ Ａ Ａ

合同庁舎 玉名合同庁舎 Ａ Ｂ Ａ Ａ

宇土合同庁舎 Ａ Ａ Ｂ Ａ

中津合同庁舎 Ａ Ａ Ｂ Ａ

宇佐合同庁舎 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

三重合同庁舎 Ａ Ｂ Ａ Ａ

延岡合同庁舎 Ａ Ａ Ｂ Ａ

鹿屋合同庁舎 Ａ Ａ Ｂ Ａ

Ａ： 無停電による年次点検（原則３年に２回）
Ｂ： 停電による年次点検（原則３年に１回）

年次点検実施状況



別添２ 

 

自家用電気工作物の保安管理業務に関する細則 

 

支出負担行為担当官 熊本国税局総務部次長 宮原 雅史（以下「甲」という。）と株式会社 

●●●●●●●●●（以下「乙」という。）と株式会社 ●●●●●●●●●に所属する電気管理技術者

（以下「丙」という。）は、甲の保安規程に基づき、甲が設置する自家用電気工作物の工事、維持及び運

用に関する業務の委託について次のとおり細則を定める。 

 

１ 業務委託の目的 

当該業務は、電気事業法第４２条第１項、第４３条及び同施行規則第５２条２項の規定に基づき、

電気工作物の保安管理業務を行うものである。 

また、自家用電気工作物の保全確保を目的とし、経済産業省令で定める技術基準に適合するように

保持して事故を未然に防止するため高圧受変電設備及び負荷設備の点検を行うものである。 

 

２ 委託契約の責任区分 

  乙は丙の委任を受け甲に対し委託契約締結の手続、委託料及び諸費用の請求と受領を責任をもっ

て行うものとする。 

  丙は自ら責任を持って仕様書別紙１「管理対象物件表」に記載する電気工作物の保安管理業務を

行うものとする。 

 

３ 保安管理業務の対象 

保安管理業務の対象は仕様書別紙１「管理対象物件表」に記載する電気工作物（以下「各事業場」

という。）とする。 

丙の各自は、事業場毎に自ら責任をもって、保安管理業務を行うものとする。 

 

４ 契約期間 

令和８年４月１日（水）から令和９年３月31日（水）までとする。 

 

５ 丙の資格及び要件  

本業務を受託する者は、次の資格要件のいずれも満たす者でなければならない。 

  電気事業法施行規則第５２条の２に規定する電気主任技術者の外部委託の要件を全て満たしてい

ること。 

甲は乙・丙と委託契約を締結する際に面接等を行い、電気事業法施行規則第５２条の２第１号の

要件に該当していること及び契約者本人であることの確認を行うものとする。 

  電気事故における対応及び体制 

イ 受託者は電気事故等、緊急時の連絡体制について明確にし、２４時間受付対応を行うこと。 

なお、留守番電話による対応は不可とする（受託者は各事業場の対応事業所所在地一覧及び２

４時問受付体制表を提出すること）。 



ロ 受託者は、連絡を受けてから２時間以内で当該事業場へ到着出来る場所に主たる連絡場所を設

けている体制であること（受託者は各事業場の担当者の氏名・主たる連絡場所の住所及び交通手

段・所要時聞一覧を提出すること）。 

ハ 受託者は、風水害・雷害の被害が予測される場合には迅速な対応ができる体制であること。 

  ６に定める業務内容を履行できる者であること。 

  丙は、保安管理業務に従事する資格を有する証を常に携帯し、提示すること。甲は本人であるこ

とを確認することとする。 

ただし、緊急の場合を除くものとする。 

  丙が、病気その他の事由によりその業務を執ることができないときは、乙又は丙の指名した電気

事業法施行規則第５２条の２に該当する者が保安業務を代行する事ができる。 

  丙は、必要に応じ補助員を同行させ、保安管理業務の実施を補助させることができる。 

  丙は、前各項で定める電気管理技術者の氏名、生年月日、主任技術者免状の種類及び番号を、乙、

丙の事業所への連絡方法とともに、任意の書面をもって委託者及び各事業場に知らせることとする。 

  事業への専念（電気事業法施行規則第５２条の２第１号ホ及び第２号二） 

丙は、電気保安管理業務に専念し、他に職業を有していないこと（個人  電気管理技術者）。 

  丙は、電気事業法施行規則第５２条の２項に定められた機械器具を有していること。 

  電気事業法施行規則附則第３条及び４条に規定する者はその規定されている事項については本条

を適用しない。 

 

６ 保安管理業務の内容  

  甲が、乙に委託する保安管理業務は、保安規程に基づき、当該事業場について、次に掲げる業務

を行うものとする。 

イ 電気工作物の維持及び運用が適正に行われるよう、助言又は協議を行うとともに、各事業場の

保安規程に基づき定期的な点検、測定及び試験を行い、経済産業省令で定める技術基準の規定に

適合しない又は適合しないおそれがある項目があるときは、必要な報告、指示又は助言を行うこ

と。 

ロ 電気事故その他電気工作物に異常が発生し、又は発生するおそれがある場合は、甲又は電力供

給会社等より通知を受けたとき、若しくは点検の際発見したときは、応急処置の指導及び事故原

因の調査に協力し、再発防止についてとるべき措置の報告又は助言を行うこと。 

事故・故障発生時には、丙が事故・故障の状況に応じて、臨時点検を行うこと。 

事故が発生した場合、電気関係報告規則に基づく事故報告を行う必要がある場合は、丙が設置

者に対し、事故報告をするよう指示を行う。 

ハ 法令定める所管官庁の立入検査に立合うこと。 

ニ 電気工作物の工事、維持及び運用に関する所管官庁への提出書類及び図面について、その作成

及び手続を指導すること。 

ホ 電気工作物の設置又は変更の工事について、設計の審査及び竣工検査を行い、これに伴う必要

な報告又は助言を行うこと。 

へ 電気工作物の設置又は変更の工事について、甲の通知を受けて、工事中の点検を行い、これに

伴う必要な報告又は助言を行うこと。 



ト 技術業務及びその他の業務 

チ 丙は、主任技術者制度の解釈及び運用（内規）に基づき、電気工作物が、高濃度ＰＣＢ含有電

気工作物に該当するか否か、又は電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者が確認したか否

かの確認を行う。確認を行った結果、高濃度ＰＣＢ含有を確認した場合、その取るべき措置につ

いて、速やかに甲に報告するものとする。 

  点検種類 

イ 月次点検・・・点検頻度  需要設備・発電所 

仕様書別紙１「管理対象物件表」のとおり 

ロ 年次点検・・・点検頻度  需要設備・発電所 

仕様書別紙１「管理対象物件表」のとおり 

ハ  臨時点検・・・必要の都度 

ニ  上記の月次点検、年次点検及び臨時点検業務は、仕様書別紙２「保安管理業務の細目及び基準」

に定めるところにより実施する。 

ホ  工事中の点検…毎週１回 

へ  竣工検査…必要の都度 

ト  日常巡視 

上記点検の他、甲及びその従事者に対し日常巡視等において異常等がなかったか否かの問診を

行い、異常があった場合、丙は点検を行うものとする。 

チ 丙に委託する保安管理業務のうち、次の各号のいずれかに該当する電気工作物について、甲は

丙の監督の下、点検・測定及び試験の全部又は一部を電気工事業者、電気機器製造業者等に依頼

して行い、丙はその記録を確認するものとする。これに関して甲の求めに応じて丙は助言を行う

こととする。この他丙は当該電気工作物の保安について甲に助言ができるものとする。 

(ｲ) 設備の特殊性のため、専門知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な次の

ような電気工作物 

Ａ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第１２条第３項の規定に基づき、１級建築士等

の検査を要する建築設備 

Ｂ 消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１７条の３の３の規定に基づき、消防設備士免状

の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等 

Ｃ 労働安全衛生法（昭和 47 年法律第５７号）第４５条第２項に基づき、検査業者等の検査

を要することとなる機械 

Ｄ  機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調査を要する機器 

Ｅ  内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器等 

(ﾛ)  設置場所の特殊性のため、丙が点検を行うことが困難な次のような電気工作物 

Ａ  立入に危険を伴う場所 

Ｂ  情報・衛生・機密管理のため立入が制限されている場所 

Ｃ  立入に専門家による特殊な作業を要する場所 

(ﾊ)  事業場外で使用されている可搬型機器である電気工作物 

(ﾆ)  発電設備のうち電気設備以外である電気工作物 

リ  使用機器及びそれに付随する配線機器については、 イ～トによる他甲が確認を行うものとす



る。 

  絶縁監視装置の設置 

低圧電路の絶縁状態を監視する装置（以下「絶縁監視装置」という。）が設置されている場合、

警報発生時に次の各号に掲げる処置を行う。 

イ 絶縁監視装置から警報が発生した場合、連絡責任者は当該電気工作物の状態を確かめ、丙に連

絡するものとする。 

ロ 縁監視装置から警報を受けた場合、丙は連絡責任者に連絡し、指導・助言を行うと共に必要に

応じて臨時点検を行う等、適切な処置を講ずることとする。 

ハ 丙は自動的に伝送されてきた警報及び、イに基づく連絡責任者からの内容について記録し、３

年問保存することとする。 

※50mAの漏洩警報を５分以上受信又は５分未満の警報を繰り返し受信した場合 

ニ 受電設備容量100kVAを超える事業場にあっては、「主任技術者制度の運用について（原子力安

全、保安院）」に適合する絶縁監視装置を甲、各事業場及び乙と丙協議の上設置し、低圧使用設

備全般について２４時間絶縁状態を監視することができる。 

ただし、当該絶縁監視装置を設置することが望ましくない電気工作物については、甲、各事業

場及び丙と協議の上、設置しない。 

ホ  イに定める点検頻度は、平成１５年７月１日付経済産業省告示第２４９号第４条七に定める

要件を満たす設備を設置した場合については、甲、各事業場及び丙と協議の上、隔月１回以上と

することができる。 

  無停電年次点検の実施 

仕様書別紙３「年次点検実施状況」の「Ａ」と記載された事業場においては、無停電年次点検を

行うこと。 

  前各項のほか電気工作物の工事、維持及び運用するに当って、保安規程を遵守するために必要な

助言又は協力を行うこと。 

 

７ 適用法令及び九州産業保安監督部長への申請、届出等 

  適用法令等 

契約の履行にあたって、次の関係法令等に基づいて業務を行うものとする。 

イ 電気事業法 

ロ 労働安全衛生法 

  九州産業保安監督部長への申請、届出等 

イ 契約の履行上必要な九州産業保安監督部長への申請、届出等の諸手続は、乙は甲の要請を受け

て速やかに行うものとする。 

ロ 前項の申請・届出に対して２か月以内に承諾が得られなかった場合は契約期間内に丙に起因し

て、承認が取り消された場合は、甲は契約を解除できるものとする。 

 

８ 機械器具の校正、点検 

  丙が業務に使用する測定機器は国家基準を満たした方法で校正、誤差試験を実施すること。 

  前項の測定機器の校正、誤差試験の記録は甲の求めがあったとき、丙は直ちに開示しなければな



らない。 

 

９  安全管理 

  業務の実施に当たっては労働衛生法及び労働安全衛生規則、電気事業法等の関連法規を遵守し安

全の確保に努めること。 

  防護具、保護具の使用 

丙は高圧接近作業を行う場合は適正な絶縁用防護具、絶縁用保護具を使用すること。 

丙は防護具、保護具の定期自主検査（６か月１回以上）を実施し、その絶縁状態が維持されてい

ることを確認する。 

 

10 点検結果の報告 

丙は、各事業場の保安管理業務終了後、「点検結果報告書」を作成し、直ちに熊本国税局会計課経

費係（以下、「当局」という。）及び各事業場の管理責任者へ報告を行うこと。 

なお、不良箇所（指摘事項等）を発見した場合には、写真撮影を行い報告書に添付すること。 

おって、「点検結果報告書」には、高圧機器の更新推奨時期を適宜記載すること。 

 

11 相互の協力及び義務 

  甲は、乙・丙が報告、助言した事項又は乙・丙と協議決定した事項については、相手方の意見を

尊重し速やかに必要な措置を行うものとする。 

  甲は、点検、測定及び試験の業務に関する計画の策定及び実施について、乙・丙に協力するもの

とする。 

  乙・丙は、保安管理業務を誠実に行うこと。 

 

12  相互の通知義務   

  甲は、次に掲げる場合は、その具体的内容を遅滞なく乙又は丙に通知するものとする。 

イ 電気事故その他電気工作物に異常が発生し、又は発生するおそれがある場合 

ロ 絶縁監視装置から警報を発した場合 

ハ 電気工作物の設置又は変更の工事を計画する場合及び施工する場合並びに工事が完了した場合 

ニ 平常時及び事故その他異常の際における電気工作物の運転操作についての方法を定める場合 

ホ 電気の保安に関する組織、責任分界点又は需要設備の使用区域を変更する場合 

へ 権利義務の承継があった場合 

ト 法令に定める所管官庁の立入検査を受ける場合 

チ 電気工作物の工事、維持及び運用を行う丙に対し、電気工作物の保安を確保することができる

体制を整備し、又は変更する場合 

リ 非常災害に備えて電気工作物の保安を確保することができる体制を整備し、又は変更する場合 

ヌ 丙以外の者が高圧電気設備に接近して、作業を行う場合 

ル 代表者、事業場名又は所在地名に変更があった場合 

ヲ 電力供給会社等との契約電力に変更があった場合 

  丙は、次に掲げる事項を甲に通知すること。 



イ 甲の執務時間内、時間外における丙への連絡方法 

ロ その他必要な事項 

 

13  危険物のある場合の通知 

甲は、爆発性、可燃性及びその他の危険物資等を発生し、貯蔵し又は取扱う場所並びに設備がある

場所又はこれを変更する場合は、その危険の範囲等を具体的に遅滞なく乙又は丙に通知するものとす

る。 

 

14 実施日程等 

  丙は、自家用電気工作物の保安管理業務を、原則として、平日（点検月の１５日まで）の甲の執

務時間に実施するものとし、あらかじめ各事業場に実施予定日を通知するものとする。 

なお、丙の都合により実施予定日を変更する場合は、速やかに各事業場に連絡すること。 

  年次点検（停電）の時間帯は、各事業場と協議し、業務に支障をきたさない日（土、日及び祝日

を含む）に実施するものとする。 

また、電力供給会社等の自家用需要家分岐開閉器の開閉操作を行う場合、電流供給会社等への手

続は、丙が行うものとする。 

 

15  事業所内の立入り等 

丙は、保安管理業務を行うため、各事業場の許可を得て当該事業所内に立ち入ることができる。 

その際は、各事業場職員の指示に従うものとする。 

 

16  連絡責任者  

  各事業場は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視を行う者を定めるとと

もに、この業務の履行に関して丙と連絡する連絡責任者を定め、その氏名、連絡方法を丙に通知す

るものとする。 

  各事業場は、前項の巡視を行う者又は連絡責任者に事故があった場合の業務の代理者を定め、そ

の氏名、連絡方法を丙に通知するものとする。 

  各事業場は、前項に変更が生じた場合は、ただちに丙に通知するものとする。 

  各事業場は、連絡責任者又は代理人を丙の行う保安管理業務に立合わせるものとする。 

 

17 損害賠償の免責 

乙及び丙には、次のいずれかに該当する場合は、損害賠償の責めを負わないものとする。 

  甲が、11  について、その実施を怠りそれによって損害を生じた場合 

  甲が、電気関係法令又はこの契約に違反した行為を行い、それによって損害を生じた場合 

  甲が、12  及び13による通知を怠り、それによって損害を生じた場合 

  天災地変、自然劣化、原因不明等欠陥の発見が困難な場合並びにその他乙及び丙の責めとならな

い事由により損害を生じた場合 

 

 



18 書類、図面、備品等の整備 

甲は、乙及び丙の意見を聞いて甲の負担において、次に掲げる電気工作物の保安管理に必要な書類、

図面及び備品等の整備に努める。 

また、乙及び丙は、甲の必要に応じ下記 の保安管理に必要な書類を甲に提出するものとする。 

  設計図、単線結線図、電気設備等の構内図、高圧機械器具配置図低圧配線図、仕様書、取扱説明

書、電気設備台帳及び受電設備系統図等 

  測定機器類、工具、材料、予備品及び消耗品等 

 

19  記録の保存  

甲は、丙が行う点検等の終了時に丙から報告を受け、次の の記録を確認するとともに、電気工作

物の工事、維持及び運用に関する次の記録等は、甲及び丙において原則として３年間保存すること。 

  点検、測定及び試験の記録（実施者氏名を含む） 

  電気事故に関する記録 

  絶縁監視装置の警報発生の受信記録 

 

20 契約の執行及び解除 

  各事業場の電気工作物が次のいずれかに該当する場合は、この契約は失効するものとする。 

イ 電気工作物が廃止された場合。 

ロ 丙が電気事業法施行規則第５２条の第２項で定める外部委託先の承認が得られない場合。 

ハ 電気事業法施行規則第５３条の第５項に該当する場合 

ニ 一般電気工作物となった場合 

ホ 受電電圧が7,000ボルト超過となった場合 

  乙は、次のいずれかに該当する場合は、絶縁監視装置の設置に係る契約のみを解除することがで

きるものとする。 

イ  絶縁監視装置の設置が不適当な電気工作物となった場合 

ロ  甲の電気工作物が未改修により絶縁不良が継続する等、絶縁監視装置による監視が不能となっ

た場合 

 

21 電気工作物以外の施設に対する改修等 

  保安業務を実施するための通路又は作業床の状態が悪く、検査員の安全が確保されないと認めら

れる施設（以下「不安全施設」という。）がある場合は、甲、丙協議の上、速やかに改修すること。 

  前項の不安全施設の改修に要する費用は、甲が負担する。 

  乙は、甲と協議し、不安全施設が改修されるまでは、当該電気工作物の点検、測定及び試験を実

施しないことがある。 

 

22 絶縁監視装置の撤去 

乙は、次のいずれかに該当する場合は、絶縁監視装置を撤去することができる。 

ただし、同装置を設置している場合に限る。 

  絶縁監視装置を設置する契約を解除した場合 



  契約が消滅した場合 

 

23 機密の保持 

乙及び丙は、業務上知りえた甲の機密を他に漏らさないこと。 

 

24  個人情報について 

本業務上取得した個人情報は、甲の委託を受けて行う自家用電気工作物の保安管理業務に関する業

務以外には利用しないものとする。 

 

25  その他 

  電気事業法施行規則第５２条、第５２条の２、第５３条、平成１５年７月１日付経済産業省告示

第２４９号、「主任技術者制度の運用について（内規）」（原子力安全、保安院）及び各種関係法

令に示されている事項を遵守すること。 

  業務に従事する時間は、原則として、平日の午前９時から午後５時までとする。 

ただし、当局が指定する職員が別途指示する場合は、その指示に従うものとする。 

  業務の遂行のため、庁舎に立ち入るときは、あらかじめ各事業場の庁舎管理責任者の許可を受け

ること。 

  乙及び丙は、業務年間予定表（点検実施月、担当者等を記入したもの）を作成し、速やかに当局

へ提出すること。 

  乙及び丙は、省エネルギーに関する検討を行い、有効と判断される場合は甲に対して提案するこ

と。 

  再委託の禁止 

受託者は、契約の履行に際し、その一部又は全部を個人事業者又は電気保安法入に再委託しては

ならない。 

ただし、受託者が個人事業者であって、本人の急病等やむを得ない理由がある場合は委託者が承

認した場合に限り同等以上の資格、要件を満たす者に再委託することができるものとする。 

  乙及び丙は、各事業場のデータ取得、届出準備及び報告準備について甲から協力要請を受けた場

合、その準備について協力するものとする。 

  年中での管理対象物件の規格等の変更等については、受託者は既設物件同様に保守対象とする。 

なお、年中に管理対象物件の変更及び増設が生じた場合は、受託者は異議を申し立てないものと

する。 

  仕様書に疑義が生じた場合、甲乙丙三者協議の上決定する。 

 

26  補則 

仕様書の４の受託者の資格及び要件 、 、 、 の保安業務担当者とは、乙に所属する電気管理

技術者丙とし、保安業務従事者とは、丙が指名する電気管理技術者の資格を有する者とする。 



 

応札条件等証明書 
 

令和  年  月  日 

 

 

支出負担行為担当官 

熊本国税局総務部次長 殿 

 

所 在 地 
 

氏 名 又 は 

会 社 名 

 

代 表 者 氏 名 
 

 

 

当社は、「自家用電気工作物保安管理業務」の入札に関し、仕様書中の条件をすべて満

たしていることを証明するため、証明書類を別添のとおり提出いたします。 

 

 

連絡先 

所 属 氏 名 電話番号 メールアドレス 

    

※名刺を添付することで、記載を省略することができる。 

  



 

令和  年  月  日 

 

指名停止等に関する申出書 
 

 

支出負担行為担当官 

 

熊本国税局総務部次長 殿 

 

所 在 地 
 

氏 名 又 は 

会 社 名 

 

代 表 者 氏 名 
 

 

 

「自家用電気工作物保安管理業務」の入札に当たり、当社は、各省各庁から指名停止等

を受けていないことを申し出ます。 

 また、本日以降に、各省各庁から指名停止等の措置を受けた場合は、直ちに指名停止

等の通知書等を提示するとともに、本入札には参加いたしません。 

 

連絡先 

所 属 氏 名 電話番号 メールアドレス 

    

※名刺を添付することで、記載を省略することができる。 

  



 

誓 約 書 

□私 

□当社 

は、下記１及び２のいずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。 

  この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることに

なっても、異議は一切申し立てません。 

  また、貴職において必要と判断した場合に、別紙役員等名簿により提出する当方の個人

情報を警察に提供することについて同意します。 

記 

１ 契約の相手方として不適当な者 

  法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人であ

る場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、

団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、

暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２

条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定

する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

  役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

  役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

  役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどし

ているとき 

  役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

２ 契約の相手方として不適当な行為をする者 

  暴力的な要求行為を行う者 

  法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 

  取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 

  偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 

  その他前各号に準ずる行為を行う者 

 

支出負担行為担当官 

熊本国税局総務部次長 殿 

令和  年  月  日 

住所（または所在地） 

社名及び代表者名 

連絡先 

所 属 氏 名 電話番号 メールアドレス 

    

※ 名刺を添付することで、記載を省略することができる。 

※ 添付書類：役員等名簿  



 

（別紙） 

役員等名簿 

法人（個人）名： 

 

役 職 名 
（ フ リ ガ ナ ） 

氏 名 
生 年 月 日 性 別 住 所 

 （ ） T 

  年 月 日 
男
・
女 

 
S 

H 

 （ ） T 

  年 月 日 
男
・
女 

 
S 

H 

 （ ） T 

  年 月 日 
男
・
女 

 
S 

H 

 （ ） T 

  年 月 日 
男
・
女 

 
S 

H 

 （ ） T 

  年 月 日 
男
・
女 

 
S 

H 

 （ ） T 

  年 月 日 
男
・
女 

 
S 

H 

 （ ） T 

  年 月 日 
男
・
女 

 
S 

H 

 （ ） T 

  年 月 日 
男
・
女 

 
S 

H 

 （ ） T 

  年 月 日 
男
・
女 

 
S 

H 

 （ ） T 

  年 月 日 
男
・
女 

 
S 

H 

 （ ） T 

  年 月 日 
男
・
女 

 
S 

H 

（注）法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。 

※当該役員等名簿は例示であるため、「役職名」「氏名（フリガナ）」「生年月日」「性別」及び「住所」

の項目を網羅していれば、様式は問わない。 

 

  



 

委 任 状 

令和  年  月  日 

支出負担行為担当官 

熊本国税局総務部次長 殿 

 

住 所 

                       会社名 

                       代表者 

（又は代理人） 

 

下記の者を代理人と定め、下記権限を委任します。 

 

記 

 

                  代理人  住 所 

（又は復代理人） 

                     役職名 

                       氏 名 

 

 

１ 委任事項  

⑴ 「自家用電気工作物保安管理業務」の入札に関する一切の権限 

⑵ 復代理人の選任に関する一切の権限 

 

２ 委任期間  令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

          （証明書等の提出日 ～ 開札を行う日） 

以上 

 
 
 
連絡先 

所  属 氏  名 電話番号 メールアドレス 
    

  



業 務 の 一 部 再 委 託 の 内 容 

令和  年  月  日 

（申出書提出日） 

支出負担行為担当官 

熊本国税局総務部次長 殿 

（ 申 請 者 ） 

住 所  

氏 名 

又は 

会 社 名 

 

代表者氏名   

 

○ 入札件名 ： 自家用電気工作物保安管理業務 

 

○ 委託予定先の内容 

名     称  

本 店 
所 在 地  

電 話 番 号  社 員 数  

代 表 者 
役       職  

氏       名  

設 立 年 月 日  

企  業  概  要  

委託予定の業務内容 

 

 

 

委 託 の 必 要 性 

 

 

 

委託先がアクセスする

情報の範囲 

（要保護情報を取り扱う場合に記載） 

委託先における当該情

報の取扱い 

（要保護情報を取り扱う場合に記載） 

  ※ 注意事項等については、裏面を参照すること。 

  



 

（ 注 意 事 項 等 ） 

 

１ 競争に参加する者は、本件入札に係る業務の一部を再委託する予定がある場合には、証

明書等の受領期限までに、当該書類を支出負担行為担当官に提出すること。 

 

２ 「委託予定の業務内容」については、業務が特定できるようにできる限り詳細に記載す

ること。 

 

３ 「委託の必要性」については、「技術的に可能となる理由」又は「適正な費用で実施可能

となる理由」等について記載すること。 

 

４ 再委託先に要保護情報を扱わせる可能性がある場合は、「再委託先における情報セキュ

リティ対策の遵守方法及び管理体制に関する計画書」を別途作成し、併せて、提出するこ

と。（任意様式） 

 

５ 再委託先に要保護情報を扱わせる可能性がある場合は、再委託先が競争に参加する者と

同等の情報セキュリティ水準を具備すべきことが、当該再委託先と受託先との契約におい

て定められる予定であることを証する書面を、併せて、提出すること。（任意様式） 

 

６ 再委託の内容等に関し、説明若しくは資料の提出を求められた場合には、それに応じる

こと。 

 

７ 契約締結後は、支出負担行為担当官に「業務委託承認申請書」を提出し、その承認を得

ること。 

  



紙による入札への参加について 

 

令和  年  月  日 

支出負担行為担当官 

熊本国税局総務部次長 殿 

 

 

                      住   所 

                      氏   名 

                        又は 

会 社 名 

                      代表者氏名              

 

 

当社（者）は、「自家用電気工作物保安管理業務」の入札について、調達ポータルを使用して

参加できないため、紙により入札に参加いたします。 

 

〇 調達ポータルを利用して入札に参加できない理由 

（記入例） 

電子認証カードを令和〇年〇月〇日付で申請中であるが、手続が遅れているため。 

  



入 札 書 
令和  年  月  日 

支出負担行為担当官 

熊本国税局総務部次長 殿 

所 在 地  

氏 名 又 は 

会 社 名 

代 表 者 

 

（代理人または復代理人） 

氏 名  

 

下記のとおり入札します。 

記 

１ 入札件名 自家用電気工作物保安管理業務 

 

２ 入札金額 
金額 

           

  (注)金額の数字はアラビア数字を用い、頭に￥を記入すること。 

(注)入札金額は、「入札内訳書」の合計欄と一致すること。  

３ 電子くじ番号     

  (注)任意の３桁の数字を記入すること。 

４ 契約条件 契約書・仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。 

 

 

 

連絡先 

所 属 氏 名 電話番号 メールアドレス 

    

※名刺を添付することで、記載を省略することができる。 

  



業 務 委 託 承 認 申 請 書 

令和  年  月  日 

支出負担行為担当官 

 熊本国税局総務部次長 殿 

（ 申 請 者 ）  

                         住   所 

                        会 社 名 

                         代表者名              

 

 「自家用電気工作物保安管理業務」に関する契約に基づき、次のとおり申請する。 

○ 委託予定先の内容 

名     称  

本 店 
所 在 地  

電 話 番 号  社 員 数  

代 表者 
役       職  

氏       名  

設 立 年 月 日  

委 託 開 始 年 月 日  

委 託 金 額 （ 円 ）  

拠  点 

名       称  

開始年月日  

所 在 地  

電 話 番 号  社 員 数  

委託予定の業務内容  

委 託 の 必 要 性  

  ※ 注意事項等については、裏面を参照すること。 

○ 処理整理欄（ 処理決定日 ：  年  月  日 ） 

審査年月日 審 査 結 果 承認又は不承認の理由 担当整理欄 

担当課 ． ． 承 認・不 承 認    

会計課 ． ． 承 認 ・ 不 承 認    

 ※「処理整理欄」は、記載しないこと。   



（ 注 意 事 項 等 ） 

 

１ 申請者は、契約締結後、速やかに業務委託承認申請書を提出すること。 

なお、企画競争などの技術評価を行って業者を決定する場合は、事前に技術力の確認のた

め、申請書の提出を求める場合がある。 

 

２ ｢委託金額（円）｣については、業務委託先との契約金額を記載すること。 

 

３ ｢拠点｣において、当該法人が複数の拠点を有する際には、代表的な名称のみを記載し、同

所在地欄にその拠点数を記載すること。 

 

４ 「委託予定の業務内容」については、業務が特定できるようにできる限り詳細に記載する

こと。 

 

５ 業務委託承認申請書には、委託先業者の資格審査等級決定通知書の写しを添付すること。 

 

６ 業務委託承認申請書には、情報セキュリティ対策基準（平成 13 年 1 月 6 日最高情報セキ

ュリティ責任者決定）第４部に基づき、仕様書に定める再委託先に関する必要な情報を添付

すること。 

 

７ 業務委託承認申請書の内容に関し、当局から説明若しくは資料の提出を求められた場合は、

それに応じること。 

 

８ 委託開始年月日前までに当局より不承認の連絡がない場合には、承認があったものとみな

す。 

 

９ 申請内容に変更が生じた場合には、速やかに書面により連絡すること。 

 


